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情報公開・個人情報保護審査会 御中 

平成２８年３月１４日 

 

審査請求人 特定非営利活動法人 情報公開市民センター 

                        理事長 新海 聡 

意見書 

 

諮問番号 平成２８年（行情）諮問第１３２号の件で、以下意見書を提出する。 

 

１ 不開示情報のファイル名まで不開示とする合理的理由はない 
（１）そもそも本件は、特定秘密指定管理簿に記載された文書を対象とすると

ころ、特定秘密指定管理簿で公示されるべき文書のファイル名までもが一

部不開示とされている、という特異なものである。 
（２）本件のように、特定秘密指定管理簿記載のファイル名が一部不開示にさ

れている場合には、国民が、処分庁において保有する情報が特定秘密に指

定された情報か否かがわからない状態で放置されていることになる。 
 しかし、特定秘密の保護に関する法律（以下、「特定秘密保護法」という。）

は、特定秘密の取扱者ではない一般市民に対しても、特定秘密の漏えいを

「共謀し、教唆し、又は煽動した」ときには、刑罰を課すことを前提とし

ている（同法２５条）。そして特定秘密保護法は、当該情報が特定秘密に指

定されていることを知っていることを処罰の条件としていないから、特定

秘密保護法違反の自覚がないうちに、「特定秘密の漏えいを教唆した」とし

て、ある日突然捜査対象とされかねない状況にある。 
 特定秘密保護法の施行により一般市民がこのような状況に置かれている

ことからすると、特定秘密指定管理簿に文書のファイル名が明らかにされ

ることは、知る権利（憲法２１条）のみならず、罪刑法定主義（憲法３１

条）の要請でもある。 
（３）したがって、まずは不開示情報のファイル名を明らかにすることを求め

る。 

 
２ 諮問庁の理由説明は「相当の理由」の説明にもなっていない 
（１）諮問庁は、本件対象文書について、「危機管理に関する情報」が記載され

ていると説明するだけで、当該文書の枚数も明らかにしないことを明らか

にしている。 
（２）しかし、いうまでもなく、「危機管理に関する情報」のカテゴリーは極め
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て広い。原子力発電所での事故情報など、明らかに危機管理に属ずる情報

でありながら、法によって公表が義務付けられている情報すら存在してい

る。 
 国の安全が害されるおそれがある、として、情報公開法５条３号に該当

すると主張するのであれば、諮問庁は、開示によって想定される具体的害

悪（事象）を示すとともに、かかる事象発生が、あり得ないことではない

と一般的に認定し得る程度に、不開示判断の根拠事実を主張し、立証すべ

きである。 
（３）ところが諮問庁が述べるところは、単に当該情報が「危機管理に関する

情報だ」というだけである。したがって、これを公にした場合に危機管理

体制に重大な影響を及ぼし、国の安全が害されるおそれ等があるという諮

問庁の説明は、抽象的というだけでなく、内容空虚である。枚数等も明ら

かにすると「危機管理体制に重大な影響を及ぼすこととなり、国の安全が

害されるおそれ等」があるという説明に至っては、意味不明である。 
（４）本件文書の概要が記載された特定秘密指定管理簿では、「法別表のいずれ

の事項に関するものであるかの別」欄に「第２号ロ」と記載されている。

このことから、本件文書が特定秘密保護法別表第２号ロ「安全保障のため

に我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその

方針」に関するものであることはわかるのであるから、「危機管理に関する

情報」という抽象的な説明では足りないことは明らかである。 

 
３ 以上の通り、諮問庁の説明は情報公開法のルールを無視した抽象的な内容

に終始しているのであって、不開示事由の主張およびその根拠の提示を示

しているとは言えず、合理性は皆無である。 

 
以上 

 


